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第１ 　 給与所得等に係る市民税・ 県民税・ 森林環境税の特別徴収と 事務取扱いについて
　 　 市民税・ 県民税・ 森林環境税の特別徴収については、 次の要領により 取り 扱っ てく ださ い。

１ 　 特別徴収と 特別徴収義務者について（ 地方税法第3 2 1 条の４ ）

　 　 　 市民税･県民税･森林環境税の給与から の特別徴収と は、 所得税の源泉徴収と 同じ よ う に、 事業主（ 給与支払者） が、 毎月従業員に支払う

給与から 市民税･県民税･森林環境税を 差し 引いて、 従業員に代わっ て市町村に納入する 制度です。 そし て、 こ の義務を 負う 事業主（ 給与支

払者） を 特別徴収義務者と いいます。

　 　 　 従業員がご自分で納付する 方法（ 普通徴収） では１ 年分を ４ 回に分けて納めていただく と こ ろ を 、 特別徴収では12回に分割さ れますの

で、 １ 回あたり の納税額が少なく てすみます。 また、 従業員がご自分で金融機関等の窓口で納付する 手間を 省く こ と ができ ます。

２ 　 税額通知書の取扱いについて

　 ⑴　 当初税額決定通知について

　 　 ・ 特 別 徴 収 義 務 者 へ の 通 知 ……市民税･県民税･森林環境税特別徴収税額の決定・ 変更通知書（ 特別徴収義務者用）

　 　 　 （ 見方については６ ページ） 　 　 　 給与事務担当者が保管し てく ださ い。

　 　 ・ 納税義務者（ 従業員） への通知……市民税･県民税･森林環境税特別徴収税額の決定・ 変更通知書（ 納税義務者用）

　 　 　 （ 見方については７ ページ） 　 　 　 ５ 月31日までに納税義務者本人に渡し てく ださ い。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※なお、 すでに退職のため、 納税義務者本人に通知を 渡すこ と ができ ない場合は、 「 特別徴収に係る給与所得

者異動届出書」 （ 2 2 ページ） に添えて早急に返送し てく ださ い。 電子の通知は、 返送不要です。 異動届出

書のみ、 提出し てく ださ い。

　 ⑵　 月割額の変更通知について

　 　 　 従業員の退職、 就職、 税額変更等の事由によ り 年の途中で月割額が変更になる 場合があり ます。 「 市民税･県民税･森林環境税特別徴収税

額の決定・ 変更通知書（ 特別徴収義務者用） 」 を 送付し ますので、 変更後の月割額によ り 特別徴収し てく ださ い。

　 　 　 また、 「 市民税･県民税･森林環境税特別徴収税額の決定・ 変更通知書（ 納税義務者用） 」 を 納税義務者本人に渡し てく ださ い。
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３ 　 特別徴収税額の納期限
　 　 「 市民税･県民税･森林環境税特別徴収税額の決定・ 変更通知書（ 特別徴収義務者用） 」 により 、 納税義務者の月割額を ６ 月から 翌年５ 月ま

での12カ 月にわたり 給与から 毎月徴収し 、 下記の納期限までに納入し てく ださ い。

　 　 なお、 納期限は毎月10日ですが、 10日が土曜日、 日曜日、 祝日などの休日にあたる場合は、 その翌営業日が納期限になり ます。

令和７ 年度特別徴収にかかる 納期限

月別 ６ 月分 ７ 月分 ８ 月分 ９ 月分 10月分 11月分 12月分 １ 月分 ２ 月分 ３ 月分 ４ 月分 ５ 月分

納期限
７ 月10日

まで
８ 月12日

まで
９ 月10日

まで
10月10日

まで
11月10日

まで
12月10日

まで
１ 月13日

まで
２ 月10日

まで
３ 月10日

まで
４ 月10日

まで
５ 月11日

まで
６ 月10日

まで

　 　 なお、 従業員が常時10人未満の事業所は、 承認を 受ける こ と によ り 年12回の納期を 年２ 回にするこ と ができ ます。

　 　 詳し く は「 第２ 　 給与所得に係る 市民税・ 県民税・ 森林環境税特別徴収税額の納期の特例について」 （ ８ ～９ ページ） を ご覧く ださ い。

４ 　 納入書について
　 　 当初税額決定通知書と 併せて、 令和７ 年度の納入書（ ６ 月分から 翌年５ 月分及び予備２ 枚） を 送付し ます。 一年を 通し て使用し ますので、

大切に保管し てく ださ い。

　 　 なお、 年度の途中で納入金額が変更になっ た場合でも 納入書は新たに送付いたし ません。 「 納入書訂正例」 （ ３ ページ） を 参考に納入金額

欄を 訂正し てお使いく ださ い。

　 ⑴　 納入金額に変更がない場合

　 　 　 　 納入書に税額があら かじ め印字さ れていますので、 そのままお使いく ださ い。

　 ⑵　 納入金額に変更がある 場合（ 従業員の退職、 就職、 税額変更等）

　 　 　 　 領収証書、 納入書、 納入済通知書の３ 枚と も 金額を 訂正し てく ださ い。

　 　 　 　 納入する月は訂正でき ません。
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　 　 ①　 印刷さ れている 納入金額は、 横線で抹消し てく ださ い。

　 　 ②　 変更後の特別徴収税額を 記入し てく ださ い。 一括徴収分はこ こ に含めます。

　 　 ③　 退職所得に対する市民税 ･ 県民税の特別徴収税額がある場合は記入し てく ださ い。

　 　 　 　 併せて裏面の納入申告書も 記入し てく ださ い。

　 　 　 　 詳し く は「 第３ 　 退職所得に対する 市民税・ 県民税の事務取扱いについて」（ 12 ～ 14 ペー

ジ） を ご覧く ださ い。

　 　 ④　 上記②③の合計額を 必ず記入し てく ださ い。

　 　 ⑤　 実際に退職手当等を 従業員に支給する 月を 記載し てく ださ い。

， ，

， ，

， ，

， ，

， ，２

３

４

１

・

ࢢ լେ◌ ெ◌ா ൪・ ・ ・ ・ ・ ・

ࣜ ձ ࣾ ಛɹ ・ ・ ・

億　   千　   百  　 十　   万　   千  　 百  　 十　   円

̒ ̑̐̐
◌ྩ

 ݄◌・ ・ ・

◌ྩ
 ݄◌・ ・

Ẹಶ ே◌ ᕷ ⛯
Ẹಶ ே◌ ┴ ⛯
ቃ⎔ ⛯

， ，

， ，

， ，

， ，

， ，２

３

４

１

・

ࢢ լେ◌ ெ◌ா ൪・ ・ ・ ・ ・ ・

ࣜ ձ ࣾ ಛɹ ・ ・ ・

億　   千　   百  　 十　   万　   千  　 百  　 十　   円

̒ ̑̐̐
◌ྩ

 ݄◌・ ・ ・

◌ྩ
 ݄◌・ ・

Ẹಶ ே◌ ᕷ ⛯
Ẹಶ ே◌ ┴ ⛯
ቃ⎔ ⛯

， ，

， ，

， ，

， ，

， ，２

３

４

１

̒ ̑̐̐

・

ࢢ լେ◌ ெ◌ா ൪・ ・ ・ ・ ・ ・

ࣜ ձ ࣾ ಛɹ ・ ・ ・

億　   千　   百  　 十　   万　   千  　 百  　 十　   円

ೲ◌ೖ   ⑴ೲ◌ೖ   ⑴

長野市　 　 　 　 　 　 　 納入済通知書　 ◯公
Ẹಶ ே◌ ᕷ ⛯
Ẹಶ ே◌ ┴ ⛯
ቃ⎔ ⛯

◌ྩ
 ݄◌・ ・ ・

・

ࢢ լେ◌ ெ◌ா ൪・ ・ ・ ・ ・ ・

ࣜ ձ ࣾ ಛɹ ・ ・ ・

੫ ଠ・ ・ ・

௧ ・௧ ・ 㸵 ⑤

納入書訂正例

↓裏面　（ ③退職所得分がある 場合）
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　 ⑶　 納入取扱場所

　 　 銀　 行　 　 　 　 　 　 　 　 　 八十二銀行・ 北陸銀行・ 長野銀行の全国の本・ 支店

　 　 金庫・ 組合　 　 　 　 　 　 　 長野信用金庫・ 長野県信用農業協同組合連合会・ 長野県信用組合・ 長野県労働金庫の本・ 支店

　 　 農　 協　 　 　 　 　 　 　 　 　 ながの農業協同組合・ グリ ーン 長野農業協同組合の本所・ 支所・ 支店

　 　 ゆう ちょ 銀行・ 郵便局　 　 長野県・ 新潟県のゆう ちょ 銀行およ び郵便局

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※上記以外のゆうちょ 銀行・ 郵便局を新規に利用される場合は、この冊子に綴じ 込みの「 指定通知書」（ 25ページ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 をゆうちょ 銀行・ 郵便局の窓口に提出してく ださ い。

　 　 長野市役所　 　 　 　 　 　 　 収納課・ 各支所

　 　 　 ※金融機関の事情によ り 、 納付場所及び手数料等に変更が生じ る場合があり ます。

　 　 　 　 詳し く は長野市ホームページを ご覧く ださ い。

　 ⑷　 納入代行サービ スについて

　 　 　 毎月銀行に振り 込みに行く こ と が難し いと き は、 金融機関が行っ ている 住民税納入代行サービ スを 利用する と 、 金融機関まで出向く こ と

なく 市民税･県民税の納入ができ ます。 サービ スの詳細や取り 扱っ ている 金融機関については、 お取引先の金融機関へお問い合わせく ださ

い。

　 　 　 なお、 こ のサービ スの利用などにより 、 納入書が不要と なる 場合はご連絡を お願いし ます。

　 ⑸　 eLT A X の地方税共通納税システムについて

　 　 　 令和元年10月１ 日から 地方税共通納税システムが稼働し ま し た。 こ れは複数の市区町村に対し て一度の操作で電子的に納税可能と なる

も のです。

　 　 　 詳し く は地方税共同機構へお問い合わせく ださ い。

　 　 　 　 ヘルプデスク 　 0570－081459　 受付時間　 ９ ： 00～17： 00（ 土曜日、 日曜日、 祝日及び年末年始を 除く ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 03－5521－0019

　 　 　 　 ホームページ　 https://w w w .eltax .lta.go.jp

https://www.eltax.lta.go.jp
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５ 　 従業員が退職・ 休職・ 転勤等により 異動し た場合

　 　 退職・ 休職・ 転勤等によ り 従業員が給与の支払いを 受けなく なる と き には、 必ず「 給与所得者異動届出書」 （ 22ページ） を 提出し てく だ

さ い。 異動届出書の提出がないと 、 退職者等の税額が特別徴収義務者の滞納額と なり 督促状を 送付する こ と があり ます。 異動届出書は異動事

由が発生し た都度、 すみやかに提出し てく ださ い。

　 　 非課税の方（ 徴収すべき 税額が０ 円の方） や既に徴収を 終えている方についても 、 異動があっ た場合は異動届出書を 提出し てく ださ い。

６ 　 退職者等の未徴収税額の取扱いについて

　 　 普通徴収に変更し た場合、 市から 退職者へ別途納付書を 送付いたし ます。 退職者がご自分で納めていただく こ と になり ます。

　 　 従業員が１ 月１ 日から ４ 月30日までの間に退職・ 休職・ 転勤等によ り 給与の支払いを 受けなく なる と き は、 次の場合を 除いて、 未徴収額

を 一括徴収し てく ださ い。

　 　 　 ・ 転勤先で特別徴収を 継続する 場合

　 　 　 ・ ５ 月31日までに支払われる 給与も し く は退職手当等が未徴収額よ り 少ない場合

　 　 　 ・ 死亡による 退職の場合

７ 　 就職等により 給与から の特別徴収に切り 替える場合

　 　 就職等によ り 普通徴収から 特別徴収に切り 替える と き には「 特別徴収切替届出（ 依頼） 書」 （ 23ページ） を 提出し てく ださ い。

　 　 なお、 普通徴収の納期限が到来し たも のは、 特別徴収への切り 替えはでき ませんので注意し てく ださ い。

８ 　 特別徴収義務者の所在地・ 名称変更について

　 　 「 特別徴収義務者の所在地・ 名称等変更届出書」 （ 24ページ） を 提出し てく ださ い。
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　 市民税・ 県民税・ 森林環境税　 特別徴収税額の決定・ 変更通知書（ 特別徴収義務者用） の見方

　
※こ の通知は保管し てく ださ い。

　 ①　 事業所に納付し ていただく 特別徴収税額です。 全従業員の特別徴収税額を 合算し た納付額になっ ています。

　 ②　 長野市で事業所ごと に割り 振っ ている 指定番号と いう 番号です。 お問い合わせやお手続の際に必要になり ます。

　 ③　 対象と なる従業員の情報です。 こ の情報は１ 月１ 日現在の情報を 記載し ています。

　 ④　 対象と なる従業員の１ 年間の合計特別徴収税額です。

　 ⑤　 対象と なる従業員の月ごと の特別徴収税額です。 こ ち ら の納付額を 毎月の給与から 徴収し てく ださ い。

　 ⑥　 対象と なる従業員の税額を 決定・ 変更し た理由です。 内容変更については申告等によ り 課税内容が変更さ れたも のと なり ます。

　 　 ※税額に変更がない場合でも 内容変更と 記載さ れます。 その場合は従業員あての通知を お渡し いただく だけで結構です。

（給与事務ご担当者様）
①

②

③

④

⑤

⑥

内容変更

202011

202011

202011

　 令和　 　 年度　 給与所得等に係る市民税・ 県民税・ 森林環境税　 特別徴収税額の決定・ 変更通知書（ 特別徴収義務者用）

　 地方税法第41条、 第319条及び第321条の4（ 第321条の6）

第１ 項並びに市税条例第36条の規定によっ て、

令和　 年度給与所得等に係る 市民税、 県民税及び森林環境

税の特別徴収税額を 下記のと おり 決定（ 変更） し たので通

知し ます。
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　 市民税・ 県民税・ 森林環境税　 特別徴収税額の決定・ 変更通知書（ 納税義務者用） の見方

　 　 本通知は個人情報保護のため圧着シーラ ー加工も し く は専用の封筒に封入し 、 送付し ますので、 開かずに従業員ご本人にお渡し く ださ い。

　 ア　 納税義務者と なる従業員の情報です。

　 イ 　 毎月の給与から 差し 引かれる特別徴収の納付額です。

　 ウ　 対象者の昨年の所得です。 所得と は、 収入から 経費に相当する金額を 差し 引いた金額です。

　 　 　 なお、 年金等の給与以外の金額は別途税額を 計算し 、 従業員あてに納税通知書を 送付するこ と があり ます。

　 　 　 その場合、 給与以外の金額はこ の金額に含まれませんので従業員ご自身でご納付を お願いし ます。

　 エ　 対象者の所得から 控除（ 減額） さ れる金額です。

　 オ　 ウの総所得金額①から エの所得控除合計②を 差し 引いた金額です。

　 カ 　 実際の税額等に関する部分です。 税額控除額⑤は直接税額から 差し 引かれる金額で、「 寄附金税額控除」「 住宅ローン控除」「 調整控除」 などが含ま

れています。

　 　 　 税額控除前所得割額④から 税額控除額⑤を 差し 引いた金額が所得割額⑥と なり 、 均等割額⑦を 加えた金額が実際に課税さ れる金額です。

　 キ　 本市から の伝達事項を 記載する項目です。 記載さ れる内容は「 本通知を お送り し た理由」「 住宅ローン控除の詳細額」 などです。

ア

イ

ウ

エ

オ カ

キ
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第２ 　 給与所得に係る市民税・ 県民税・ 森林環境税特別徴収税額の納期の特例について
　 　 こ の特例は、 特別徴収義務者の事務負担を 軽減するため毎月納入する 特別徴収税額を 年２ 回に分けて納入でき る 制度です。

１ 　 特例の適用事業所
　 　 適用を受けるこ と のできる特別徴収義務者（ 事業所等） は、 給与の支払いを 受ける者（ 従業員等） の人数が常時10人未満である事業所です。

　 　 「 常時10人未満」 と は、 常に10人に満たないと いう こ と であっ て、 繁忙期など に臨時に雇い入れた者がある 場合には、 その臨時雇用者を

除いた人数が10人未満であれば該当し ます。

２ 　 承認申請
　 　 こ の特例の適用を 受けよ う と する 場合には「 給与所得に係る 市民税･県民税･森林環境税特別徴収税額の納期の特例についての申請書」

（ 10ページ） によ り 長野市長に申請し 、 承認を 受けなければなり ません。

　 　 なお、 滞納、 著し い納入の遅延がある場合には、 特例の承認は受けら れません。

３ 　 徴収と 納入
　 　 こ の特例は、 特別徴収義務者が納入する 時期の特例になり ますので、 納税義務者から は、 毎月給与等の支払いの際に市民税･県民税･森林環

境税を 徴収する必要があり ます。

　 　 承認を 受けた場合、 次の期間中に支払っ た給与及び退職手当等から 徴収し た税額は、 それぞれ次に掲げる期限までに納入する こ と になり ま

す。 納期限が土曜日、 日曜日、 祝日などの休日にあたる 場合は、 その翌営業日になり ます。

　 　 　 　 ６ 月から 11月までの特別徴収税額　 →　 12月10日納期限

　 　 　 　 12月から ５ 月までの特別徴収税額　 →　 ６ 月10日納期限

４ 　 承認の取消
　 　 給与等の支払いを 受ける 者の人数が10人以上と なる など、 要件を 満たさ なく なっ た場合、 特別徴収義務者はその旨を 遅滞なく 「 給与所得

に係る 市民税･県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を 欠いた場合の届出書」 （ 11ページ） により 長野市長へ届け出なければなり ません。

　 　 なお、 承認を 受けた後に滞納、 著し い納入の遅延があっ た場合には、 特例の承認は取り 消さ れる こ と があり ます。
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５ 　 申請書の書き 方

　 ⑴　 申請者欄には、 個人の場合は「 住所・ 氏名・ 事業所指定番号・ 連絡先電話番号」 を 、 法人の場合は「 所在地・ 名称及び代表者名・ 事業所

指定番号・ 法人番号・ 連絡先電話番号」 を 記入し てく ださ い。

　 ⑵　 ①欄には、 特例の適用開始を 希望する 年月日を 記入し てく ださ い。

　 ⑶　 ②欄には、 最近６ カ 月間の各月末の人員と 、 各月の給与等の支給総額を 記入し てく ださ い。 なお、 臨時の雇用者がある場合には、 その人

数と 支給金額を （ 　 ） 内に記入し てく ださ い。

　 ⑷　 ④欄には該当する 場合に限り 理由を 記入し てく ださ い。

６ 　 年度途中に納期の特例を 申請し た場合

　 特別徴収開始後に納期の特例を 申請し た場合、 納期特例の適用はその承認を 受けた月から と なり ます。

　 　 （ 例） ８ 月に承認を 受けた場合

　 　 　 　 　 ６ 月・ ７ 月の特別徴収税額　 　 　 　 　  →　 それぞれ翌月10日が納期限（ 納期限が土曜日、 日曜日、 祝日などの休日にあたる 場合は、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  その翌営業日になり ます。 ）

　 　 　 　 　 ８ 月から 11月までの特別徴収税額　 　  →　 12月10日納期限（ 納期限が土曜日、 日曜日、 祝日などの休日にあたる 場合は、 その翌営

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  業日になり ます。 ）

　 　 　 　 　 12月から ５ 月までの特別徴収税額　     →　 ６ 月10日納期限（ 納期限が土曜日、 日曜日、 祝日などの休日にあたる 場合は、 その翌営

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  業日になり ます。 ）

７ 　 納入書について

　 年度の途中で納入金額が変更になっ た場合や、 年度の途中で納期特例の適用を 受けた場合でも 納入書は新たに送付いたし ません。

　 「 納入書訂正例」 （ ３ ページ） を 参考に納入金額欄を 訂正し てお使いく ださ い。

　 ※変更前の納入書と 変更後の納入書での二重納付を 防ぐ ためです。
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第３ 　 退職所得に対する市民税・ 県民税の事務取扱いについて
　 　 　 退職所得に対する 個人の市民税･県民税は、 退職手当等の支払者が退職手当等の額に応じ て税額を 算出し 、 支払金額から その税額を 差し

引いて退職者の退職し た日の属する 年の１ 月１ 日現在における 住所地の市町村に納入し ます。 （ 地方税法第328条）

１ 　 特別徴収税額の計算方法

　 　

　 ・ 退職所得の金額に1,000円未満の端数がある 場合は、 1,000円未満の金額を 切り 捨てます。 （ 退職所得の金額は1,000円単位）

　 ・ 特別徴収すべき 税額（ 市民税額、 県民税額） に100円未満の端数がある場合は、 それぞれ100円未満の金額を 切り 捨てます。

　

　 ⑴　 退職所得の計算方法

　
　 　 　 ・ 一般の方

　 　 　 　 　 　 　 退職所得金額＝（ 退職金等の収入金額－退職所得控除額） ×１ ／２ （ 1,000円未満の端数切り 捨て）

　
　 　 　 ※一般の方で勤務年数が５ 年以下かつ、 退職金等の収入金額から 退職所得控除額を 差し 引いた金額が 300 万円を 超える 場合は、 その超え

る部分については、 退職所得の金額の計算上２ 分の１ と する 措置を 適用し ません。

　 　 　 ・ 役員等で勤務年数５ 年以下の方

　 　 　 　 　 　 　 退職所得金額＝退職金等の収入金額－退職所得控除額（ 1,000円未満の端数切り 捨て）

　
　 　 　 ※「 役員等」 と は次に掲げる 者です。

　 　 　 　 　 ①　 法人税法第２ 条第15号に規定する役員

　 　 　 　 　 ②　 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

　 　 　 　 　 ③　 国家公務員及び地方公務員

退職所得の金額 ×
税率

＝
特別徴収すべき 税額

市民税

６ ％

県民税

４ ％
市民税額 県民税額
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　 ⑵　 退職所得控除額の計算方法

　 　 　 ・ 勤続年数が20年以下の場合　 　 　 40万円×勤続年数（ 80万円に満たない場合は、 80万円）

　 　 　 ・ 勤続年数が20年を 超える場合　 　 800万円＋70万円×（ 勤続年数－20年）

　 　 　 ※勤続年数に１ 年未満の端数が生じ たと き は、 こ れを １ 年と し て計算し ます。

　 　 　 ※障害者と なっ たこ と に起因し て退職し た場合は、 ⑵の金額に100万円を 加算し た金額が控除さ れます。

　 　 　 税額計算に際し て、 長野市ホームページに住民税試算システムを 掲載し てあり ますので、 参考にし てく ださ い。

２ 　 計算例（ 一般の方）

　 　 勤続年数25年で退職し 、 14,223,632円の退職手当等を 受けた場合の分離課税に係る 所得割額の算出

　 ⑴　 退職所得控除額の計算

　 　 　 8,000,000円＋700,000円×（ 25年－20年） ＝11,500,000円

　 ⑵　 退職所得金額の計算

　 　 　 （ 14,223,632円－11,500,000円） ×１ ／２ ＝1,361,816円　 →　 1,361,000円（ 1,000円未満の端数切り 捨て）

　 ⑶　 税額の計算

　 　 　 市民税額　 1,361,000円×６ ％＝81,660円　 →　 81,600円（ 100円未満の端数切り 捨て）

　 　 　 県民税額　 1,361,000円×４ ％＝54,440円　 →　 54,400円（ 100円未満の端数切り 捨て）

　 　 　 特別徴収すべき 税額　 8 1 ,6 0 0 円＋5 4 ,4 0 0 円＝1 3 6 ,0 0 0 円

　

３ 　 納入方法

　 　 徴収し た税額を 、 徴収し た月の翌月10日（ 土曜日、 日曜日、 祝日など休日にあたる 場合はその翌日） までに特別徴収用の納入書を 使っ て

納入し てく ださ い。

　 　 長野市で送付し ている納入書を 使用し ていない事業所や、 現在長野市へ特別徴収税額を 納入し ていない事業所等で納入書が必要な場合は、

ご連絡く ださ い。
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　 ⑴　 納入申告書について

　 　 　 ・ 特別徴収義務者が法人等の場合

　 　 　 　 　 納入書裏面の市民税・ 県民税納入申告書にご記入く ださ い。 （ ３ ページの記載例を 参考にし てく ださ い。 ）

　 　 　 　 　 退職者が４ 人以上の場合は、 「 退職所得に係る 市民税･県民税納入申告書」 （ 15ページ） に記載し て提出し てく ださ い。

　 　 　 ・ 特別徴収義務者が個人事業主の場合

　 　 　 　 　 「 退職所得に係る 市民税・ 県民税納入申告書」 （ 15ページ） に記載し て提出し てく ださ い。

　 　 　 　 　 個人番号（ マイ ナン バー） の記載が必要になり ます。 併せて「 番号確認書類」 と 「 身元確認書類」 の写し を 提出し てく ださ い。

　 ⑵　 分割納入する 場合

　 　 　 「 退職所得に係る 市民税・ 県民税の分割納入申出書」 （ 16ページ） を 提出し てく ださ い。

　 ⑶　 還付を 受けたい場合

　 　 　 「 退職所得に係る 市民税・ 県民税の還付請求書」 （ 17ページ） を 提出し てく ださ い。

４ 　 退職所得の特別徴収票
　 　「 特別徴収票」（ 所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり 、 源泉徴収票と 複写し て作成し ます。） は退職手当等の支払者が各受給者について

支払いの確定し た退職手当の金額や特別徴収税額等を 記載し て２ 部作成し 、 退職後１ カ 月以内に１ 部を 退職手当等の支払いを 受けるべき 日の

属する 年の１ 月１ 日現在における 各受給者の住所地の市町村長に提出し 、 他の１ 部を 受給者に交付し なければなり ません。

　 　 ただし 、 次の場合には、 特別徴収票の提出又は交付が省略さ れています。

　 ⑴　 法人（ 人格のない社団又は財団も 含まれます。 ） の取締役、 監査役、 理事、 監事、 清算人その他の役員以外の受給者の特別徴収票につい

ては、 受給者に対する交付のみで市町村長に提出する 必要はあり ません。 こ の範囲は、 所得税の場合と 同様です。

　 　 ※令和８ 年１ 月１ 日以降は、 退職手当等の支払いを 受ける 全ての受給者の特別徴収票を 市町村長に提出し てく ださ い。

　 ⑵　 分離課税に係る 所得割がないと き は、 特別徴収票の受給者への交付は必要あり ません。 ただし 、 受給者から 請求があっ た場合には交付し

なければなり ません。

５ 　 その他
　 　「 退職所得の源泉徴収票・ 特別徴収票」 の用紙は所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり ます。 税務署でお渡し し ている ほか、 国税庁のホー

ムページから も ダウン ロード する こ と ができ ます。
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第４ 　 　 　 　 　 　 に係る給与所得者異動届出書について

　 　 特別徴収の対象と なっ ている従業員に異動があっ た場合は、 市民税･県民税･森林環境税が非課税の方も 含めてすべて提出し てく ださ い。

　 　 用紙が足り ない場合は、 コ ピーし てお使いく ださ い。 また、 長野市ホームページにも 掲載し ています。

１ 　 退職・ 休職等の場合

　 　 ・ 普通徴収に変更する場合　 　 記載例①（ 19ページ） を 参考にし てく ださ い。

　 　 ・ 一括徴収する 場合　 　 　 　 　 記載例②（ 20ページ） を 参考にし てく ださ い。

　 　 　 　 ※死亡によ る 退職の場合は普通徴収にし てく ださ い。

２ 　 転勤・ 転職等で特別徴収を 継続する場合

　 　   ※転勤と 転職で提出方法が違います。

　 　 ⑴　 転勤の場合は、 １ 枚の異動届出書に転勤前の事業所及び転勤後の事業所を 記載し て提出する 。

　 　 　 　 記載例③（ 21ページ） を 参考にし てく ださ い。

　 　 ⑵　 転職の場合は、 転職前の事業所は「 異動届出書（ 退職） 」 、 転職後の事業所は「 特別徴収切替届出（ 依頼） 書」 を 記載し て提出する。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「 異動届出書（ 退職、 普通徴収に変更） 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「 特別徴収切替届出（ 依頼） 書」

　

３ 　 令和８ 年１ 月１ 日以降の異動者について
　 　 令和８ 年度給与支払報告書において、 特別徴収対象者と 報告し た従業員が退職・ 転職等によ り 異動し た場合は、 速やかに給与所得者異動届

出書を 提出し てく ださ い。 その際に、 令和７ 年度も 特別徴収対象者であっ た場合は税額記入欄は令和７ 年度の内容を 記入し てく ださ い。

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収

転職前の事業所

転職後の事業所

転勤前の事業所

※届出書最上段の事項を 記載し てく ださ い。 ※届出書「 １ . 特別徴収継続の場合」 の事項を 記載し てく ださ い。

転勤後の事業所 長　 野　 市

長　 野　 市

長　 野　 市
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給与支払報告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書

◎異動があっ た場合は、 すみやかに提出し てく ださ い。（ 税額が０ 円の方も 含みます。）

※　 長　 野　 市　 処　 理　 欄 済月 開始月 普徴期 入力 点検

年度 （ 退職等・ 一括徴収・ 転勤）

年度 （ 退職等・ 一括徴収・ 転勤）

御
注
意

１
　
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
転
勤
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
　
新
勤
務
先
で
は
「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

連
　
絡

　
先

担
　
当

　
者

課 ・ 係 人事課人事労務係

氏 　 名 特徴　 花子

電 　 話
000－000－0000

内線（ 　 1 2 3 4　 ）

特別徴収義務者指定番号 0 0 8 0 1 0 1 0 1 0

宛 名 番 号 ※注２ 0 1 2 3 4長　 　 野　 　 市　 　 長　 　 宛

令和 ×× 年 ○○ 月 △△ 日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所　 　 在　 　 地
　 〒　 ３ ８ ０ －８ ５ １ ２

　 長野市大字鶴賀緑町1613番地

フ 　 リ 　 ガ　 ナ 　 カ ブシキガイ シャ 　 ト ク チョ ウショ ウジ

氏 名 又 は 名 称 株式会社　 特徴商事

個人番号 ※注３

又 は 法 人 番 号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
←個人番号の記載に当たっ ては、

　 左端を 空欄と し 右詰めで記載

給
　
与

　
所

　
得

　
者

フ リ ガ ナ ナガノ 　 ゼイ タ ロウ

氏 　 　 名 長野　 税太郎

生 年 月 日 昭和50　 　 年　 　 １ 　 月　 　 １ 　 日

個 人 番 号
※注３

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

受給者番号 1－234

１ 月 １ 日
現在の住所

長野市松代町松代1360番地

異 動 後 の
住 所

同上

（ ア）

特別徴収税額

（ 年税額）

（ イ ）

徴収済額

（ ウ）

未徴収税額

（ ア）－（ イ ）

異　 　 動

年 月 日
異　 動　 の　 事　 由

異動後の未徴収

税額の徴収方法

140,000

円

月から

月まで

月から

月まで

年

月

日

１ ． 退　 　 　 　 　 職

２ ． 転　 　 　 　 　 勤

３ ． 休 職 ・ 長 欠

４ ． 死　 　 　 　 　 亡

５ ． 支払少額・ 不定期

６ ． 合 併 ・ 解 散

７ ． そ　 　 の　 　 他

 〔 事由・ 理由　 　 　 　 〕

１ ． 特別徴収継続
　

２ ． 一 括 徴 収
　 　 　 　 　 　 ※注４

３ ． 普 通 徴 収
　 　 （ 本人納付）

　  35,600
　 円

　 104,400
　 円

6

8

9

5

××

8

31

１

右から
番号を
記入

3

右から
番号を
記入

２． 一括徴収の場合
左記の一括徴収し た税額は、

　 　 　 　 月分（  　  月 　  日納期分） で

納入し ます。

理
　
　
由

１ ． 異動が令和　 年12月31日までで、 一括徴収の申出があっ たため

２ ． 異動が令和　 年１ 月１ 日以降で、 特別徴収の継続の申出がないため

※死亡による 退職の場合は普通徴収にし てく ださ い。

徴収予定月日
徴 収 予 定 額

（ 上記（ ウ） と 同額）

　 　 月 　 　 　 日 　 　 　 　 　 円

　

右から
番号を
記入

　

【 提出先】 〒380－8512　 長野市大字鶴賀緑町1613番地　 長野市役所財政部市民税課特別徴収担当

３． 普通徴収の場合 ※
長
野
市
処
理
欄

理
　
　
由

１ ． 異動が令和７ 年12月31日までで、 一括徴収の申出がないため

２ ． 令和８ 年５ 月31日までに支払われるべき 給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ ウ） 以下であるため

３ ． 死亡によ る退職であるため

1

右から
番号を
記入

１． 特別徴収継続の場合

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

転
　
　
勤

　
　
先

特別徴収義務者
指 定 番 号

0 0 8 新規 法 人 番 号

所 　 在 　 地
　 〒　

フ 　 リ 　 ガ　 ナ

氏 名 又 は 名 称

担

当

者

連

絡

先

係 　

氏 

名
　

電 

話

　

内線（ 　 　 　 　 　 ）

新し い勤務先へは、 月割額 　 　 　 　  　 円を

　 　 　 　 月分（  　  月 　  日納期分） から

徴収し 、 納入する よ う 連絡済みです。

受 給 者 番 号 　

納入書の要否
（ 新規の場合のみ記載）

１ ． 必要　 ２ ． 不要

　

　
右から
番号を
記入

記  載  例 ①

退職等で普通徴収に変更する場合

徴収額０ 円で退職し た場合。

　
（ イ ） 徴収済額に０ 円と 記載し 、（ ア） 特別徴収税額（ 年税額） と

（ ウ） 未徴収税額は同じ 額にしてく ださ い。

普通徴収に変更する場合、該当する

理由の番号を記入してく ださ い。

８ 月末で退職し た給与所得者の徴収方法を 、 ９ 月分から 普通徴収に

変更する場合。

（ ア） 特別徴収税額（ 年税額） 1 4 0 ,0 0 0 円（ ６ 月から 翌年５ 月分）

（ イ） 徴収済額　 　 　 　 　 　 　  3 5 ,6 0 0 円（ ６ 月から ８ 月分）

（ ウ） 未徴収税額　 　 　 　 　 　 1 0 4 ,4 0 0 円（ ９ 月から 翌年５ 月分）

普通徴収税額
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給与支払報告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書

◎異動があっ た場合は、 すみやかに提出し てく ださ い。（ 税額が０ 円の方も 含みます。）

※　 長　 野　 市　 処　 理　 欄 済月 開始月 普徴期 入力 点検

年度 （ 退職等・ 一括徴収・ 転勤）

年度 （ 退職等・ 一括徴収・ 転勤）

御
注
意

１
　
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
転
勤
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
　
新
勤
務
先
で
は
「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

連
　
絡

　
先

担
　
当

　
者

課 ・ 係 人事課人事労務係

氏 　 名 特徴　 花子

電 　 話
000－000－0000

内線（ 　 1 2 3 4　 ）

特別徴収義務者指定番号 0 0 8 0 1 0 1 0 1 0

宛 名 番 号 ※注２ 0 1 2 3 4長　 　 野　 　 市　 　 長　 　 宛

令和 ×× 年 ○○ 月 △△ 日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所　 　 在　 　 地
　 〒　 ３ ８ ０ －８ ５ １ ２

　 長野市大字鶴賀緑町1613番地

フ 　 リ 　 ガ　 ナ 　 カ ブシキガイ シャ 　 ト ク チョ ウショ ウジ

氏 名 又 は 名 称 株式会社　 特徴商事

個人番号 ※注３

又 は 法 人 番 号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
←個人番号の記載に当たっ ては、

　 左端を 空欄と し 右詰めで記載

給
　
与

　
所

　
得

　
者

フ リ ガ ナ ナガノ 　 ゼイ タ ロウ

氏 　 　 名 長野　 税太郎

生 年 月 日 昭和50　 　 年　 　 １ 　 月　 　 １ 　 日

個 人 番 号
※注３

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

受給者番号 1－234

１ 月 １ 日
現在の住所

長野市松代町松代1360番地

異 動 後 の
住 所

同上

（ ア）

特別徴収税額

（ 年税額）

（ イ ）

徴収済額

（ ウ）

未徴収税額

（ ア）－（ イ ）

異　 　 動

年 月 日
異　 動　 の　 事　 由

異動後の未徴収

税額の徴収方法

140,000

円

月から

月まで

月から

月まで

年

月

日

１ ． 退　 　 　 　 　 職

２ ． 転　 　 　 　 　 勤

３ ． 休 職 ・ 長 欠

４ ． 死　 　 　 　 　 亡

５ ． 支払少額・ 不定期

６ ． 合 併 ・ 解 散

７ ． そ　 　 の　 　 他

 〔 事由・ 理由　 　 　 　 〕

１ ． 特別徴収継続
　

２ ． 一 括 徴 収
　 　 　 　 　 　 ※注４

３ ． 普 通 徴 収
　 　 （ 本人納付）

　  35,600
　 円

　 104,400
　 円

6

8

9

5

××

8

31

１

右から
番号を
記入

2

右から
番号を
記入

２． 一括徴収の場合
左記の一括徴収し た税額は、

　 　 　 　 月分（  10 月 10 日納期分） で

納入し ます。

理
　
　
由

１ ． 異動が令和７ 年12月31日までで、 一括徴収の申出があっ たため

２ ． 異動が令和８ 年１ 月１ 日以降で、 特別徴収の継続の申出がないため

※死亡による 退職の場合は普通徴収にし てく ださ い。

徴収予定月日
徴 収 予 定 額

（ 上記（ ウ） と 同額）

9　 月 　 20　 日 104,400　 　 　 　 円

1

右から
番号を
記入

9

【 提出先】 〒380－8512　 長野市大字鶴賀緑町1613番地　 長野市役所財政部市民税課特別徴収担当

３． 普通徴収の場合 ※
長
野
市
処
理
欄

理
　
　
由

１ ． 異動が令和　 年12月31日までで、 一括徴収の申出がないため

２ ． 令和　 年５ 月31日までに支払われるべき 給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ ウ） 以下であるため

３ ． 死亡によ る退職であるため
右から
番号を
記入

１． 特別徴収継続の場合

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

転
　
　
勤

　
　
先

特別徴収義務者
指 定 番 号

0 0 8 新規 法 人 番 号

所 　 在 　 地
　 〒　

フ 　 リ 　 ガ　 ナ

氏 名 又 は 名 称

担

当

者

連

絡

先

係

氏 

名

電 

話
内線（ 　 　 　 　 　 ）

新し い勤務先へは、 月割額 　 　 　 　  　 円を

　 　 　 　 月分（  　  月 　  日納期分） から

徴収し 、 納入する よ う 連絡済みです。

受 給 者 番 号 　

納入書の要否
（ 新規の場合のみ記載）

１ ． 必要　 ２ ． 不要
右から
番号を
記入

記 載 例 ②

退職等で一括徴収する場合

一括徴収する場合、該当する理由の

番号を記入してく ださ い。

８ 月末で退職し た給与所得者の徴収方法を 、 ９ 月分で一括し て納入

する 場合。

（ ア） 特別徴収税額（ 年税額） 1 4 0 ,0 0 0 円（ ６ 月から 翌年５ 月分）

（ イ） 徴収済額　 　 　 　 　 　 　  3 5 ,6 0 0 円（ ６ 月から ８ 月分）

（ ウ） 未徴収税額　 　 　 　 　 　 1 0 4 ,4 0 0 円（ ９ 月から 翌年５ 月分）

一括徴収税額（ 納入額と 同額）

一括で徴収し た税額を納入する月

※１ 月以降の退職の場合は、一括徴収が

　 義務づけら れています。
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給与支払報告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書

◎異動があっ た場合は、 すみやかに提出し てく ださ い。（ 税額が０ 円の方も 含みます。）

※　 長　 野　 市　 処　 理　 欄 済月 開始月 普徴期 入力 点検

年度 （ 退職等・ 一括徴収・ 転勤）

年度 （ 退職等・ 一括徴収・ 転勤）

御
注
意

１
　
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
転
勤
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
　
新
勤
務
先
で
は
「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

連
　
絡

　
先

担
　
当

　
者

課 ・ 係 人事課人事労務係

氏 　 名 特徴　 花子

電 　 話
000－000－0000

内線（ 　 1 2 3 4　 ）

特別徴収義務者指定番号 0 0 8 0 1 0 1 0 1 0

宛 名 番 号 ※注２ 0 1 2 3 4長　 　 野　 　 市　 　 長　 　 宛

令和 ×× 年 ○○ 月 △△ 日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所　 　 在　 　 地
　 〒　 ３ ８ ０ －８ ５ １ ２

　 長野市大字鶴賀緑町1613番地

フ 　 リ 　 ガ　 ナ 　 カ ブシキガイ シャ 　 ト ク チョ ウショ ウジ

氏 名 又 は 名 称 株式会社　 特徴商事

個人番号 ※注３

又 は 法 人 番 号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
←個人番号の記載に当たっ ては、

　 左端を 空欄と し 右詰めで記載

給
　
与

　
所

　
得

　
者

フ リ ガ ナ ナガノ 　 ゼイ タ ロウ

氏 　 　 名 長野　 税太郎

生 年 月 日 昭和50　 　 年　 　 １ 　 月　 　 １ 　 日

個 人 番 号
※注３

受給者番号 1－234

１ 月 １ 日
現在の住所

長野市松代町松代1360番地

異 動 後 の
住 所

同上

（ ア）

特別徴収税額

（ 年税額）

（ イ ）

徴収済額

（ ウ）

未徴収税額

（ ア）－（ イ ）

異　 　 動

年 月 日
異　 動　 の　 事　 由

異動後の未徴収

税額の徴収方法

140,000

円

月から

月まで

月から

月まで

年

月

日

１ ． 退　 　 　 　 　 職

２ ． 転　 　 　 　 　 勤

３ ． 休 職 ・ 長 欠

４ ． 死　 　 　 　 　 亡

５ ． 支払少額・ 不定期

６ ． 合 併 ・ 解 散

７ ． そ　 　 の　 　 他

 〔 事由・ 理由　 　 　 　 〕

１ ． 特別徴収継続
　

２ ． 一 括 徴 収
　 　 　 　 　 　 ※注４

３ ． 普 通 徴 収
　 　 （ 本人納付）

　  35,600
　 円

　 104,400
　 円

6

8

9

5

××

8

31

2

右から
番号を
記入

1

右から
番号を
記入

２． 一括徴収の場合
左記の一括徴収し た税額は、

　 　 　 　 月分（  10 月 11 日納期分） で

納入し ます。

理
　
　
由

１ ． 異動が令和　 年12月31日までで、 一括徴収の申出があっ たため

２ ． 異動が令和　 年１ 月１ 日以降で、 特別徴収の継続の申出がないため

※死亡による 退職の場合は普通徴収にし てく ださ い。

徴収予定月日
徴 収 予 定 額

（ 上記（ ウ） と 同額）

　 　 月 　 　 　 日 　 　 　 　 円

　

右から
番号を
記入

9

【 提出先】 〒380－8512　 長野市大字鶴賀緑町1613番地　 長野市役所財政部市民税課特別徴収担当

３． 普通徴収の場合 ※
長
野
市
処
理
欄

理
　
　
由

１ ． 異動が令和　 年12月31日までで、 一括徴収の申出がないため

２ ． 令和　 年５ 月31日までに支払われるべき 給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ ウ） 以下であるため

３ ． 死亡によ る退職であるため

　

右から
番号を
記入

１． 特別徴収継続の場合

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

転
　
　
勤

　
　
先

特別徴収義務者
指 定 番 号

0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 新規 法 人 番 号 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

所 　 在 　 地
　 〒　 ３ ８ ０ －０ ８ ３ ３

長野市大字鶴賀権堂町2201-20　 権堂イーストプラザＮＤ1階

フ 　 リ 　 ガ　 ナ ト ク チョ ウコ ンサルタ ント 　 カ ブシキガイ シャ

氏 名 又 は 名 称 特徴コ ンサルタ ント 　 株式会社

担

当

者

連

絡

先

係 庶務課社員係

氏 

名
特徴　 進

電 

話

111－111－1111

内線（ 　 ２ ２ ２ 　 ）

新し い勤務先へは、 月割額 　 11,600　 円を

　 　 　 　 月分（  10 月 10 日納期分） から

徴収し 、 納入する よ う 連絡済みです。

受 給 者 番 号 123－45678

納入書の要否
（ 新規の場合のみ記載）

１ ． 必要　 ２ ． 不要

9

2
右から
番号を
記入

異動後の勤務先で引き 続き 特別徴収を行

う 場合には、「 個人番号」 は、前勤務先で

は記載せず、新勤務先で本人から の番号

の提供を受け記載してく ださ い。

納入書の要否に関しましては、年度内で

新規に特別徴収を開始する 場合のみ、

該当する 番号を記入してく ださ い。

８ 月末で退職する給与所得者が、９ 月か

ら 新し い会社で特別徴収する場合。

新し い会社で特別徴収を開始する月（ ９ 月）

と その月割額を記載し ます。

記  載  例 ③

転勤等で特別徴収を継続する場合

異動後の勤務先で引き 続き 特別徴収を

行う 場合で、 前勤務先が個人事業主で

あ る 場合に は給与支払者の「 個人番

号」 は記載し ないでく ださ い。 　

この提出方法は関連会社への転勤時のみ使用する

こ と とし 、退職後に新会社へ再就職する場合は、

前会社で普通徴収切替の届出、新会社での特別徴

収切替届をそれぞれ提出してく ださ い。
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給与支払報告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書

◎異動があっ た場合は、 すみやかに提出し てく ださ い。（ 税額が０ 円の方も 含みます。）

※　 長　 野　 市　 処　 理　 欄 済月 開始月 普徴期 入力 点検

年度 （ 退職等・ 一括徴収・ 転勤）

年度 （ 退職等・ 一括徴収・ 転勤）

御
注
意

１
　
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
転
勤
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
最
上
段
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

　
　
た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
ま
た
、
前
勤
務
先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。

　
　
新
勤
務
先
で
は
「
１
．
特
別
徴
収
継
続
の
場
合
」
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

連
　
絡

　
先

担
　
当

　
者

課 ・ 係

氏 　 名

電 　 話
内線（ 　 　 　 　 　 ）

特別徴収義務者指定番号 0 0 8

宛 名 番 号 ※注２
長　 　 野　 　 市　 　 長　 　 宛

令和　  　 年　  　 月　  　 日提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所　 　 在　 　 地
　 〒　

　

フ 　 リ 　 ガ　 ナ

氏 名 又 は 名 称

個人番号 ※注３

又 は 法 人 番 号
←個人番号の記載に当たっ ては、

　 左端を 空欄と し 右詰めで記載

給
　
与

　
所

　
得

　
者

フ リ ガ ナ

氏 　 　 名

生 年 月 日 　 　 　 　 年　 　 　 　 月　 　 　 　 日

個 人 番 号
※注３

受給者番号

１ 月 １ 日
現在の住所

異 動 後 の
住 所

（ ア）

特別徴収税額

（ 年税額）

（ イ ）

徴収済額

（ ウ）

未徴収税額

（ ア）－（ イ ）

異　 　 動

年 月 日
異　 動　 の　 事　 由

異動後の未徴収

税額の徴収方法

円

月から

月まで

月から

月まで

年

月

日

１ ． 退　 　 　 　 　 職

２ ． 転　 　 　 　 　 勤

３ ． 休 職 ・ 長 欠

４ ． 死　 　 　 　 　 亡

５ ． 支払少額・ 不定期

６ ． 合 併 ・ 解 散

７ ． そ　 　 の　 　 他

 〔 事由・ 理由　 　 　 　 〕

１ ． 特別徴収継続
　

２ ． 一 括 徴 収
　 　 　 　 　 　 ※注４

３ ． 普 通 徴 収
　 　 （ 本人納付）円 円

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

１． 特別徴収継続の場合

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

転
　
　
勤

　
　
先

特別徴収義務者
指 定 番 号

0 0 8 新規 法 人 番 号

所 　 在 　 地
　 〒　

フ 　 リ 　 ガ　 ナ

氏 名 又 は 名 称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

担

当

者

連

絡

先

係

氏 

名

電 

話
内線（ 　 　 　 　 　 ）

新し い勤務先へは、 月割額 　 　 　 　 　  円を

　 　 　 　 月分（ 　 　 月　 　 日納期分） から

徴収し 、 納入する よ う 連絡済みです。

受 給 者 番 号

納入書の要否
（ 新規の場合のみ記載）

１ ． 必要　 ２ ． 不要
右から
番号を
記入

２． 一括徴収の場合
左記の一括徴収し た税額は、

　 　 　 　 月分（ 　 　 月　 　 日納期分） で

納入し ます。

理
　
　
由

１ ． 異動が令和　 年12月31日までで、 一括徴収の申出があっ たため

２ ． 異動が令和　 年１ 月１ 日以降で、 特別徴収の継続の申出がないため

※死亡による 退職の場合は普通徴収にし てく ださ い。

徴収予定月日
徴 収 予 定 額

（ 上記（ ウ） と 同額）

月 　 　 　 日 円
右から
番号を
記入

【 提出先】 〒380－8512　 長野市大字鶴賀緑町1613番地　 長野市役所財政部市民税課特別徴収担当

３． 普通徴収の場合 ※
長
野
市
処
理
欄

理
　
　
由

１ ． 異動が令和　 年12月31日までで、 一括徴収の申出がないため

２ ． 令和　 年５ 月31日までに支払われるべき 給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ ウ） 以下であるため

３ ． 死亡によ る退職であるため
右から
番号を
記入
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特別徴収切替届出（ 依頼） 書

令和

　 　 年　 　  月　 　 日

　 　 　 　 　 　 　 提出

長 野 市 長 宛

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所在地

（ 住所）

〒　 　 　 　 －

フリガナ

名 称

（ 氏名）

代表者

職氏名

法人番号

特別徴収義務者

指 定 番 号 0 0 8

担当者

連絡先

係

氏 名

電 話
内線（ 　 　 　 　 　 ）

給
与
所
得
者

フ リ ガ ナ 旧 姓

氏 名

生 年 月 日 大正・ 昭和・ 平成　 　 　  　 年　 　 　  　 月　 　  　 　 日

１ 月１日現在

の 住 所

現在の住所
※１ 月１ 日現在の住所と 違う 場合に記載し てく ださ い。

税額通知書への

受給者番号の記載

①必要である（ 受給者番号： 　 　 　 　 　 　 ）　 　 ②不要である
※受給者番号と は、 給与事務を 行う にあたっ て給与所得者につけ

ている各事業所独自の番号です。

普 通 徴 収

切 替 期 別

期別を ○で囲んでく ださ い。

〔  １  ・  ２  ・  ３  ・ ４  〕期 以降を切替希望
※普通徴収の納期限を 過ぎたも のは、 特別徴収への切替が

　 でき ません。

特 別 徴 収

開始予定月
　 　 　 　 月分（ 　 　 月　 　 日納期分） から
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特別徴収を 開始し ます。

届 出 理 由 １ ． 入社　 ２ ． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

月 割 額

の 連 絡

税額通知書到着前に電話等で月割額の連絡を

①希望する　（ 　 　 　 月　 　 　 日まで）

②希望し ない

　 中途就職・ 採用等により 本人から 特別徴収を希望する旨の申し 出があっ た場合はこ の届出（ 依頼） 書を提出し てく ださ い。

【 注意事項】

　 １ 　 特別徴収の開始を希望する月の前月の2 0 日までに提出し てく ださ い。 税額通知書は本届出書の提出さ れた翌月の1 0 日頃送付し ます。

　 ２ 　 普通徴収の納期限を 過ぎたも のは、 特別徴収への切替ができ ません。 本人が納める よ う に必ずお伝えく ださ い。

　 ３ 　 65歳以上の方については、 年金所得に係る税額を 給与から の特別徴収に追加するこ と はでき ません。

　 ４ 　 個人事業主の方は法人番号欄の記載は不要です。

【 提出先】 　 〒380－8512　 長野市大字鶴賀緑町1613番地　 長野市役所財政部市民税課特別徴収担当

◀

※
長
野
市
処
理
欄

月　   　 　 　 円

月～  　 　 　 円

併徴  ・   口座

普徴通知書

※①に記載の日付までに税額通知書が間に合わ
　 ない場合のみ御連絡し ます。
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特別徴収義務者の所在地・ 名称等変更届出書

変 更 年 月日 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

事 項 　 変　 更　 前  （ 旧）　 　 ※変更項目のみ記載し てく ださ い。 　 変　 更　 後  （ 新）　 　 ※変更項目のみ記載し てく ださ い。

フ リ ガ ナ

所 在 地
〒 〒

フ リ ガ ナ

名 称

電 話 番 号 （ 内線　 　 　 　 　 　 　 　 ） （ 内線　 　 　 　 　 　 　 　 ）

書
類
送
付
先

フ リ ガ ナ

所 在 地
〒 〒

フ リ ガ ナ

名 称

電 話 番 号 （ 内線　 　 　 　 　 　 　 　 ） （ 内線　 　 　 　 　 　 　 　 ）

変 更 理 由

（ 該当番号に◯）

１ ． 事務所等移転　 　 ２ ． 社名（ 名称） 変更　 　 ３ ． 送付先変更　 　 ４ ． 法人化（ 法人成り ）　 　 ５ ． 個人事業化（ 個人成り ）

６ ． 個人事業主の代表者変更　 　 ７ ． 合併（ 被合併法人）　 　 ８ ． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

※４ 、 ５ 、 ６ 、 ７ に該当する 場合は指定番号が変更になるため、 別途給与所得者異動届出書を 提出し てく ださ い。

【 提出先】 　 〒380－8512　 長野市大字鶴賀緑町1613番地　 長野市役所財政部市民税課特別徴収担当

◆　 誤読を 避けるため、 必ずフ リ ガナを 記載し てく ださ い。

◆　 個人事業主の方は法人番号欄の記載は不要です。

◆　 法人の代表者のみの変更の場合は、 提出不要です。 ただし 、 個人事業主の代表者変更は提出が必要です。

令和

　 　 年　 　  月　 　 日

長 野 市 長 宛

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

所在地

（ 住所）

〒　 　 　  －

名 称

（ 氏名）

代表者
職氏名

法人番号

特別徴収義務者
指 定 番 号 ０ ０ ８

担当者

連絡先

係

氏 名

電 話 　 　 ‐  　 　 ‐

※届出時点での所在地・ 名称を記載してく ださい。
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（
切
り
取
り
線
）

ゆう ちょ 銀行　 支店

郵便局

特別徴収税額の納入について、 従来利用

し ていたゆう ちょ 銀行　 支店・ 郵便局以

外の上記当該機関を利用さ れる場合は、

右の「 指定通知書」 に店（ 局） 名を記入

し 、 当初納入の際、 該当のゆう ちょ 銀行

支店・ 郵便局に提出し てく ださ い。

の指定について

店（ 局）長　 様

指　 定　 通　 知　 書

貴店（ 局）を地方税法第321条の５ 第４ 項の規定により 、 当市の

市民税・ 県民税・ 森林環境税（ 特別徴収税額）取扱店（ 局）に指定

し たので通知いたし ます。

　 　 口座番号　 　 　 　 　 00540-7-960100番

　 　 加入者の氏名　 　 　 長野市

　 　 取り まと め局　 　 　 ゆう ちょ 銀行長野貯金事務センタ ー

長 野 市 長
（  公　 印　 省　 略 ）



市民税・ 県民税・ 森林環境税の特別徴収に
ご協力いただき あり がと う ございます。

特別徴収税額通知書（ 納税義務者用） は個人情報保護のため、 圧着シーラ ー加工し ています。


